
２０２０年 ｉ月 ２ず 日

国立保健医療科学院長

　

殿

機関名

　

国立大学法人滋賀医科大学Ｊ

　　　　　　　

　

　　

　

所属研究機関長

　

職

　

名

　

学長

氏

　

名 塩田

　

浩平．
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次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

１． 研究事業名

　　

難治性疾患政策研究事業

２． 研究課題名

　　

先天性骨髄不全症の登録システムの構築と診断基準・重症度分類・診断ガイドラインの

確立に関する研究

３． 研究者名

　

（所属部局・職名） 医学部医学科・准教授

（氏名・フリガナ） 多賀

　

崇・タガ

　

タカシ

４． 倫理審査の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

該当性の有無

有

　　

無

左記で該当がある場合のみ記入（※１）

審査済み

　　　

審査した機関 未審査 （※２）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □

　　　

■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □

　　

１

　　

Ｉ □

　　　　　

． □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※３） □

　　

１

　　

１ □ 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□

　　

１

　　

１ □ □

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）
□

　　　

■ □

　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

□

（※１） 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「

　

査、 み」 にチェッ

　

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」 にチェックすること。

その他（特記事項）

（※２） 未審査に場合は、 その理由を記載すること。
（※３） 廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」 や 「臨床研究に関する倫理指針」 に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

５． 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

　　　　　　　　　　　　　　　　

受講 ■

　

未受講 口

６． 利益相反の管理

当研究機関におけるＣｏｌの管理に関する規定の策定 有 ■無 □ （無の場合はその理由：

　　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究機関におけるＣｏｌ委員会設置の有無 有 ■無 □ （無の場合は委託先機関：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究に係るＣｏｌについての報告・審査の有無 有

　

■無 □ （無の場合はその理由：

　　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究に係るＣｏｌについての指導・管理の有無 有

　

□無 ■ （有の場合はその内容：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）

（留意事項）

　

・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



とｏ ｏ：年

　

ゴ 月

　　

目

　

日

国立保健医療科学院長

　

殿

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

ては以下のとおりです。

１． 研究事業名

　　

難治性疾患政策研究事業

２． 研究課題名

　　

先天性骨髄不全症の登録システムの構築と診断基準・重症度分類・診断ガイドラインの

確立に関する研究

３． 研究者名

　

（所属部局・職名）

　

大学院医系科学研究科

　

名誉教授

　　　　　　

（氏名・フリガナ）

　

小林

　

正夫

　

（コバヤシ

　

マサオ）

４． 倫理審査の状況

該当性の有無

有

　　

無

左記で該当がある場合のみ記入（※１）

審査済み

　　　

審査した機関 未審査 （※２）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 ■

　　　

□ ■ 広島大学、 東北大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □

　　　

■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※３） □

　　　

■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□

　　　

■ □ □

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）
□

　　　

１

　　

１ □ □

当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、

　　　

…

　

み」 にチェッ

　　

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」 にチェックすること。

その他（特記事項）

　

（※２） 末審査に場合は、 その理由を記載すること。

　

（※３） 廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」 や 「臨床研究に関する倫理指針」 に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

５． 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

　　　　　　　　　　　　　　　　

受講

　

■

　　

未受講 □

６． 利益相反の管理

当研究機関におけるＣｏｌの管理に関する規定の策定 有

　

■

　

無 □（無の場合はその理由：

　　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究機関におけるＣＯ工委員会設置の有無 有

　

■

　

無 □（無の場合は委託先機関：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究に係るＣＯ工についての報告・審査の有無 有

　

■

　

無 口（無の場合はその理由：

　　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究に係るＣｏｌについての指導・管理の有無 有

　

□

　

無 １１ （有の場合はその内容：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）

（留意事項）

　

・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和２年

　

３月

　

３１日

国立保健医療科学院長

　　　

殿

機関名

　

静岡県立こど

　　

所属研究機関長

　

職

　

名

　

院長

　　　　　　　

氏

　

名 坂本

　

喜三郎

　　　

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

１． 研究事業名

　　

難治性疾患政策研究事業

２． 研究課題名

　　

先天性骨髄不全症の登録システムの構築と診断基準・重症度分類・診断ガイドラインの

確立に関する研究

　　　　　　　　

ロ

　

．

　

日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　

ミ３． 研究者名

　

（所属部局

　

職名） 血液腫蕩科

　　　

科長

　　　　　　　

（氏名・フリガナ）

　　

渡還 健一郎

　

・

　

ワタナベ

　

ケンイ チロウ

４． 倫理審査の状況

該当性の有無

有

　　

無

左記で該当がある場合のみ記入（※１）

審査済み

　　　

審査した機関 未審査（※２）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □

　　　

１

　　

１ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □

　　　

■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※３） ■

　　　

□ ■ 静岡県立こども病院 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□

　　　

■ □ □

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）
□

　　　

■ □ □

（※１） 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」 にチェッ

　

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」 にチェックすること。

その他 （特記事項）

　

（※２） 未審査に場合は、 その理由を記載すること。

　

（※３） 廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」 や 「臨床研究に関する倫理指針」 に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

５． 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

　　　　　　　　　　　　　　　　

受講 ■

　　

未受講 □

６． 利益相反の管理

当研究機関におけるＣｏｌの管理に関する規定の策定 有

　

■

　

無

　

□（無の場合はその理由：

　　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究機関におけるＣＯ工委員会設置の有無 有 ■

　

無

　

□（無の場合は委託先機関：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究に係るＣＯ工についての報告・審査の有無 有 ■

　

無

　

□（無の場合はその理由：

　　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究に係るＣｏｌについての指導・管理の有無 有

　

□

　

無 １１ （有の場合はその内容：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）

（留意事項）

　

・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和２年

　

３月

　

３１日

国立保健医療科学院長 殿

機関名

　

国立大学法人東京医科歯科大学

い

ては以下のとおりです。

１， 研究事業名

　　

難治性疾患政策研究事業

２． 研究課題名

　　

先天性骨髄不全症の登録システムの構築と診断基準・重症度分類・診断ガイドラインの

確立に関する研究

３． 研究者名

　

（所属部局・職名） 大学院医歯学総合研究科・特任教授

（氏名・フリガナ） 金兼

　

弘和

　

（カネガネ

　

ヒロカズ）

４． 倫理審査の状況

該当性の有無

有

　　

無

左記で該当がある場合のみ記入（※ー）

審査済み

　　　

審査した機関 未審査（※２）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 図

　　

□ 図 東京医科歯科大学 □

　　

ｒ

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □

　　　

区 □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※３） □

　　　

回 □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□

　　　

図 □ □

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）
□

　　　

図 □ □

　

（※１） 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「

　

査済み」 にチェッ

　　

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」 にチェックすること。

その他（特記事項）

　

（※２） 未審査に場合は、 その理由を記載すること。

　

（※３） 廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」 や 「臨床研究に関する倫理指針」 に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

５． 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

　

　　　　　　　　　　

　 　

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　

　

　　　　　　

　

　　　　　　　　

　
研究倫理教育の受講状況

　　　　　　　　　　　　　　　　

受講 図

　　

未受講 □

６． 利益相反の管理

当研究機関におけるＣｏｌの管理に関する規定の策定 有

　

区

　

無 口（無の場合はその理由：

　　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究機関におけるＣｏｌ委員会設置の有無 有

　

囲

　

無 □（無の場合は委託先機関：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究に係るＣｏｌについての報告・審査の有無 有

　

図

　

無 □（無の場合はその理由：

　　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究に係るＣｏｌもこついての指導・管理の有無 有

　

□

　

無 Ｚ （有の場合はその内容：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）

（留意事項）

　

・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和２年

　

２月

　

２８日

国立保健医療科学院長

　

殿

機関名 日本医科大学

所属研究機関長

　

職

　

名

　

学長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏

　

名

　　

弦 間 昭 彦

　　　

、卓球－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

デ ー
－－ー－ド認

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

１． 研究事業名

　　

難治性疾患政策研究事業

２． 研究課題名

　　

先天性骨髄不全症の登録システムの構築と診断基準・重症度分類・診断ガイ ドラインの

　　　　　　　

確立に関する研究

３． 研究者名

　

（所属部局・職名） 医学部・准教授

　　　　　　　

（氏名 ・フリガナ）

　

山口

　

博樹 （ヤマ グチ

　

ヒロキ）

４． 倫理審査の状況

該当性の有無

有

　　

無

左記で該当がある場合のみ記入（※１）

審査済み

　　　

審査した機関 未審査 （※２）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □

　　　

■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □

　　　

１

　　

１ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※３） □

　　　

１

　　

１ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□

　　　

■ □ □

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）
□

　　　

■ □ □

１） 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の

　

査が

　

んでいる場口は、

　　

藷

　

み」 にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」 にチェックすること。

その他 （特記事項）

　

（※２） 未審査に場合は、 その理由を記載すること。

　

（※３） 廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」 や 「臨床研究に関する倫理指針」 に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

５． 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

　　　　　　　　　　　　　　　　

受講

　

■

　　

未受講 □

６． 利益相反の管理

当研究機関におけるＣｏｌの管理に関する規定の策定 有

　

■

　

無 □（無の場合はその理由：

　　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究機関におけるＣＯ工委員会設置の有無 有

　

■

　

無 □（無の場合は委託先機関：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究に係るＣｏｌについての報告・審査の有無 有

　

■

　

無 □（無の場合はその理由：

　　　　　　　　　　　　　　　　　

）

当研究に係るＣＯ工についての指導・管理の有無 有 □

　

無 １１ （有の場合はその内容：

　　　　　　　　　　　　　　　　

）

（留意事項）

　

・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。




